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（2） 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。これによって，

JIS C 5062:2008 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 C 60062：2019 
 (IEC 60062：2016) 

抵抗器及びコンデンサの表示記号 

Marking codes for resistors and capacitors 

 
序文 

この規格は，2016 年に第 6 版として発行された IEC 60062（2016 年発行の CORRIGENDUM 1 を含む。）

を基に，技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，抵抗器及びコンデンサの指定及び表示に用いる次に示す記号化について規定する。 

－ 抵抗器の場合の色による表示を含む抵抗値又は静電容量値及びそれらの許容差。 

－ コンデンサの誘電体の種類及び抵抗器の抵抗温度係数（TCR）などの固有の特徴。 

－ 小形部品に適した製造日付の表示。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60062:2016，Marking codes for resistors and capacitors（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 60063 抵抗器及びコンデンサの標準数列 

注記 対応国際規格：IEC 60063，Preferred number series for resistors and capacitors（IDT） 

JIS K 6899-1 プラスチック－記号及び略語－第 1 部：基本ポリマー及びその特性 

注記 対応国際規格：ISO 1043-1，Plastics－Symbols and abbreviated terms－Part 1: Basic polymers and 

their special characteristics（IDT） 

JIS X 0301 情報交換のためのデータ要素及び交換形式－日付及び時刻の表記 

注記 対応国際規格：ISO 8601，Data elements and interchange formats－Information interchange－

Representation of dates and times（MOD） 

 

3 固定抵抗器の色による表示 

3.1 一般規則 

色による表示は，独立した一様な色帯の配列による。 

第 1 色帯は，できるだけ抵抗器の端に最も近い位置とし，各色帯は，読み取るときに誤りがないような


